
特集積算基準類の改定

1.　建設機械等損料の概要

建設機械等損料（以下，「機械損料」という）
とは，土木請負工事費の積算に用いる機械経費の
一部であり，建設業者が保有する建設機械等の償
却費・維持修理費・管理費等のライフサイクルコ
ストを 1時間当たりまたは 1日当たりの金額で示
したものです（図－ 1）。

昭和 30 年代，工事量の急激な増大と機械化施
工の普及に伴い，公共工事の執行体制が直営から
請負方式に移行するに従い，また，昭和 35 年に
は「中央建設業審議会（中建審）」勧告を受けた
ことから，積算の適正化を図るための統一的な積
算基準類（土木請負工事工事費積算要領，土木請
負工事工事費積算基準）を昭和 42 年に制定し，
昭和 58 年には土木工事標準歩掛をはじめとする
積算基準類を公表しました。
機械損料についても，昭和 49 年に建設機械の
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図－ 1　機械損料の概要
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購入価格と維持修理費との関係による経済的使用
時間を設定する，「アッカーマン方式」の算定式
を用いた機械損料の考え方を示した「請負工事機
械経費積算要領」を制定し，他の基準類と同様，
昭和 58 年に公表しました。
その後，変化する社会情勢等の実態を踏まえ，
建設機械の拘束時間（管理費）の概念を取り入れ
たり，建設機械の使用年数を法定耐用年数から実
稼働に即した標準使用年数に見直したりする等，
様々な改正を経て，現在に至っています。

2.　建設機械等損料の構成

個別機械の機械損料は，「請負工事機械経費積
算要領」の別表である「建設機械等損料算定表」
に一覧表の形式で掲載されています（図－ 2）。
その構成は以下のとおりです。なお，「請負工
事機械経費積算要領」の別表である「建設機械等
損料算定表」の諸数値については，実態調査の結
果をもとに見直しを行っているものです。
⑴　基礎価格
建設機械の販売・取得価格をもとに設定してい

る損料算定のための価格で，標準付属品を装備し
た国内における機械の実勢取引価格（消費税は含
まない）です。
⑵　標準使用年数
一般的な維持管理のもと，建設機械本来の用
途・用法により，通常予定される機械の効率が十
分発揮できる使用年数をいいます。
⑶　運転時間（年間標準）
建設機械が目的の作業を行う時間，作業のため
の自走による移動時間，作業待ち等によるエンジ
ンの空転時間，その他作業に関連する 1年間の標
準的な時間をいいます。
⑷　運転日数（年間標準）
運転時間の多少にかかわらず，建設機械が 1年
間に運転される標準的な日数をいいます。
⑸　供用日数（年間標準）
建設機械が工事現場に供用される 1年間の標準
的な日数をいいます（建設機械を工事現場に搬入
し，または工事現場から搬出するために必要な日
数を含みます）。
⑹　維持修理費
建設機械の効用を持続するために必要な整備及
び修理の費用で，運転経費に含まれている消耗部

図－ 2　建設機械等損料算定表（一部抜粋）
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品費以外のものをいいます。
⑺　年間管理費
建設機械の保有に伴い必要となる租税公課，保
険料，格納保管（これに要する要因を含む）等の
経費であり，年間に必要な管理費をいいます。
⑻　償却費及び償却費率
償却費は，建設機械の使用または経年による価
値の減価額であり，償却費率は，使用期間中の償
却費総額の基礎価格に対する割合をいいます。
償却費率は「償却費率＝ 1 －残存率 /100」と
いう式で求めます。
残存率は建設機械毎の処分や下取り状況の調査
のもとに，実態に応じた値を設定しています。

3.　‌�令和 2年度 建設機械等損料の‌
改正概要

建設機械等損料の実態調査は，全国の建設業に
携わる工事業者等を対象に約 4,000 の建設機械に
ついて行っています。
今回改正の概要としては，基礎工事用機械や鋼
橋・PC橋架設用仮設備機器，建設用ポンプ等の

買い換えが進み，基礎価格が少し上昇していまし
た。
しかし，ダム施工機械のプラント設備やコンク
リート生産設備等，使用年数が増加し，そのため
機械の機能を維持するために整備修理費が増加し
ていました。
また，新たに ICT 建設機械（バックホウ及び
ブルドーザ）の機械損料が設定されました。な
お，建設機械分類毎の平均変動率（改正前（平成
30 年度版損料）との比較）は，図－ 3のとおりで
す。
そのほかにも，建設機械の保有状況も踏まえ
て，損料設定機種の追加，削除，名称変更等を行
っています。
改正の概要については国土交通省ホームページ

「令和 2年度建設機械等損料の改正概要」に掲示
していますので，そちらをご参照下さい。

【参考ホームページ】
・‌�令和 2 年度建設機械等損料の改正概要　http://www.
mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_
tk_000025.html

図－ 3　機械分類別平均変動率（令和 2年度 /平成 30年度）
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